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平成 25 年４月平戸市教育委員会定例会会議録 

 

区 分  

日  時 平成 25 年４月 24 日(水) 午前 10 時 30 分開会 午前 11 時 40 分閉会 

場  所 平戸市役所４階第２委員会室 

出席委員 
黒川隆昭委員長、中島善治委員、神田紀子委員、関弘子委員、 

杉澤伸慈教育長 

出 席 者 
楠富教育総務課長、松永学校教育課長、久松生涯学習課長、百枝文化遺産

課長、津田平戸図書館長（途中退席）  

 

委員名 質疑等 

 

委員長 

 

 

 

 

 

津田館長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（日程第１ 開会） 

 皆さん、おはようございます。ただいまから、４月の定例教育委員会を

開会します。 

 前回の委員会で松田次長から報告がありましたように、大変お忙しい中

に、平戸図書館長兼永田記念図書館長であります津田館長がお見えですの

で、所信を述べていただきたいと思います。 

 

 皆さん、はじめまして。だたいま、ご紹介いただきました平戸図書館、

永田記念図書館の館長をしております津田と申します。北九州市から参り

ました。どうぞよろしくお願いいたします。 

 今、私が学んでいる中で、インドの図書館学者「ランガラタンの図書館

学の５法則」が、今後の図書館の運営、図書館で提供するサービスの指針

になると思っています。ご紹介して、私の所信とさせていただきます。 

「図書は利用するためのものである」 

利用しない本をいくら集めても無駄でしかありません。市民の皆さんが

利用する本を図書館職員が選書して集めることが大事だということです。 

 「いずれの読者にもすべてその人の図書を」 

市民の方一人ひとりに、その人に必要な図書や情報を提供していくのが

新しい総合情報センターの役割だと思っています。 

 「いずれの図書にもすべてその読者を」 

市民が利用するための本を図書館が集めて図書館に準備していても、 

その読者を見つけなければなりません。ただ図書館で待っているだけでは、

その役割は果たせないと考えます。平戸図書館では、学校図書館、ミニ図

書館などの配本サービスを行なっていますが、それをさらに高齢者や小さ

なお子さんが手にとることができるようにしていきたいと思っています。 

図書館にこられることが難しい方に届ける方策を考えていきます。 
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委員長 

 

 

 

 

 

 

一同 

 「図書館利用者の時間を節約せよ」 

図書館にこられる方はゆっくりと時間を取れる方ばかりとは限りませ

ん。働かれている方、子育てされている方々の時間を節約するために、図

書館の中をきちんと整理をして、本の陳列を知らせることによって、すぐ

に情報を手にとることができるように、また図書館の司書が本を探すお手

伝いをすることが重要であると思っています。 

 「図書館は成長する有機体である」 

２年半後に、すばらしい総合情報センターがオープンすることになると

思います。しかしそれだけで安心していては、図書館はただの箱になって

しまいます。常に利用者が成長するに合わせて、図書館も時代の変化に合

わせて成長していかなければならないと思います。市民と本をつなぐ図書

館職員が切磋琢磨して、利用者にいつでも必要な本を提供できる体制にし

ておくことが必要であると思っています。 

 ３年という任期ではありますが、こういった土台づくりが私の使命だと

思っております。また、教育委員会委員さんのご支援がこの３年間、それ

以降も必要だと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 具体的に、今後の方針をお示しいただきました。体調に気をつけていた

だき、新図書館の土台を築いていただければと思います。よろしくお願い

いたします。 

 

（ここで津田館長は退席。） 

 

 それでは、議事に戻ります。 

 

（日程第２ 会議録署名委員の指名について） 

 日程第２の会議録署名委員の指名についてですが、４月会議録署名委員

を中島・神田委員にお願いします。 

 

わかりました。 

 

（日程第３ 前回の会議録承認について） 

日程第３の会議録の承認についてですが、事前に配布しています前月会

議録について、委員の皆さんのご意見等があればお願いします。 

 

 （ありません。の声あり。） 

 

会議録を承認することでよろしいですか。 

 

異議なし。 
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それでは、会議録を承認することにいたします。 

 

（日程第４ 教育長の報告について） 

 それでは日程第４、教育長の報告をお願いします。 

 

 前回の定例教育委員会から本日までの実績について要約して報告いたし

ます。 

３月 26 日には（仮称）総合情報センターを手直しした設計図を業者が持

ってきましたので、翌 27 日に住民説明会を行ないました。28 日には、   

午前中に長崎県ＬＰガス協会ガスコンロ贈呈式を市長室で行ないました。

午後からはツーデーウォーク実行委員会に出席したところでございます。 

29 日には、午前中に市役所職員の退職者辞令交付式を行なった後、午後

からは昨年度退職となった先生方の退職者辞令の交付を行い、長年の労を

ねぎらうとともに本市における長年の教育の振興に貢献していただいたこ

とに感謝の意を述べました。 

４月に入りまして１日には、市役所内の辞令交付式、教育委員会内の辞

令交付式、そして定例部長会に出席した後に転入教職員の辞令交付式を行

ないました。午前中はあわただしい時間を過ごしたところです。 

５日には特別支援教育支援員と図書支援員の辞令交付式を行った後、退

職校長会春季総会に出席させていただきました。学校現場では８日に始業

式、９日には中学校の入学式、10 日には小学校の入学式が行なわれ、その

間の８日には平戸高校の入学式がありましたので出席いたしました。 

資料には書いておりませんが、10 日には新副市長の歓迎会を、11 日には

校長、教頭会、教育委員会合同の歓迎会を行ないました。またその日の午

前中には、本年度最初の校長研修会を開催いたしましたので、私を初め各

課長・指導主事から説示及び指導を行なったところであります。 

翌 12 日には、午前中に平戸幼稚園の入園式に出席し、午後には中学校教

育研究会総会がありましたので出席し、祝辞を述べたところであります。

週が明けまして、15 日には体育協会三役との懇親会に出席し、16 日には教

頭研修会が開催されましたので、校長会と同様に説示を述べたところであ

ります。 

18 日には、長崎市において第１回都市教育長協議会がありました。19 日

には、黒川委員長も出席していただきましたが、長崎県市町村教育委員会

連絡協議会合同理事会、県市町スクラムミーティング等が開催されました。 

21 日には、紐差婦人会総会において講話の依頼がありましたので、現代

の親や子どもの現状を話し、婦人会に協力依頼を中心とした講話をしてき

たところであります。 

22,23 日には資料に書いておりませんが、会計検査院による会計検査が

ありました。 
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小中学校に設置している太陽光発電設備や大島の伝統的建造物群等につ

いて受検したところであります。 

そして本日を迎えているところであります。次に今後の予定ですけれど

も、本日午後から初任者研修地区実施運営委員会が松浦市で予定されてい

ますので出席したいと思っております。また、本日は全国学力学習調査が、

明日には県の学力調査が行なわれることになっています。 

26 日には、小学校教育研究会総会が予定されています。５月に入りまし

て、１日には定例部長会、７日には校長研修会、10 日には国体・インター

ハイ実行委員会総会がございます。また、13 日には奨学金貸付金運営委員

会、翌 14 日には長崎県給食研究大会実行委員会が予定されています。今回

は平戸市が主会場となっていますので出席する予定であります。同じく 14

日に市ＰＴＡ連合会総会に出席いたします。翌 15 日には重要伝統的建造物

群審議会、16.17 日には新任校長の学校訪問を予定しています。19 日には

田平北小学校の運動会に出向いた後、商工会議所落成式に出席したいと思

っております。 

その他にも行事等が入るかと思いますが、次回の定例会において報告し

たいと思っています。 

以上で報告を終わります。 

 

ありがとうございました。教育長から報告がありましたが、委員からの

質疑等はありませんか。 

 

（ありませんの声あり。） 

 

 それでは次に移ります。 

 

（日程第５ その他） 

日程第５のその他の報告に入ります。それでは、第２号報告「平戸市教

育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則」について事務局の報告を

お願いします。 

 

 それでは、第２号報告「平戸市教育委員会事務局組織規則の一部を改正

する規則」につきまして資料をもとに説明をさせていただきます。 

 以下省略 

 

以上、第２号報告につきまして説明させていただきました。ご審議のほ

どをよろしくお願いいたします。 

 

 第２号報告「平戸市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則」

について事務局から説明がありました。委員からの意見はございませんか。 
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委員長 
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課長 
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松田次長 

 

 

 

 

 

委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生涯学習

課長 

 

（ありませんの声あり。） 

 

第２号報告「平戸市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則」

は報告事項でありますので、このとおりとします。 

次に、第３号報告「平成 25 年４月 1 日平戸市教育委員会職員異動」につ

いて事務局の報告をお願いします。 

  

それでは、第３号報告「平成 25 年４月 1 日平戸市教育委員会職員異動」

につきまして資料をもとに説明をさせていただきます。 

 以下省略 

以上、第３号報告について説明させていただきました。ご審議のほどを

よろしくお願いいたします。 

 

 第３号報告「平成25年４月1日平戸市教育委員会職員異動」について、事

務局から報告がありましたけれども、教育委員会事務局から２名の減とな

ったとのことですが、今の状況はいかがですか。 

 

学校教育課、教育総務課の連携による１名減と文化遺産課の事業完了に

伴う１名減ですが、やはり影響はあります。特に年度初めは要保護児童の

申請手続きが百数十件、簿冊１冊程度のボリュームがありますが、これま

での平常業務に加えて整理しチェックするなど分担しながら行なっていま

す。特に会計検査とも重なり、ここ数週間は職員に頑張ってもらいました。 

 

事務局職員の皆さんには大変でしょうが、体調に気をつけてもらいたい

と思います。他に委員の皆さんからのご意見はありませんか。 

 

（ありません。の声あり。） 

 

第３号報告「平成25年４月1日平戸市教育委員会職員異動」は報告事項で

ありますので、このとおりとします。 

 

（日程第５ その他） 

 次に、日程第５その他の２のその他の報告に移ります。 

項目にもありますように、「指定学校変更承認願、共催･後援等、課長報

告」の中から、特に本委員会に情報提供が必要だと思われるものについて

説明をお願いします。 

 

 教育長の今後の予定でも報告されましたが、10日の午後１時から国体平

戸市実行委員会第３回総会を予定しております。ご案内を送付させていた

だいておりますが、委員長には顧問、各委員には参与を委嘱させていただ
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いておりますので出席をお願いいたします。 

 その他にはリハーサル大会として６月29.30日、７月１日に西日本軟式野

球大会が赤坂野球場、生月野球場で行なわれます。 インターハイが８月 

２～４日まで、８月下旬には全国教職員相撲選手権が予定されており、現

在、市職員を始め先生方、児童生徒に協力要請しているところです。 

 

 10日は予定が入っておりますので、私は出席できませんのでご容赦願い

ます。 

それでは次に、20ページの教育委員会のスケジュール案について事務局

から説明をお願いします。 

 

 それでは、私から説明させていただきます。資料20ページを元に説明い

たします。 

以下省略 

 以上で説明を終わります。よろしくご審議のほどをお願いいたします。 

   

 ありがとうございました。事務局から年間のスケジュールが示されまし

た。予定ではありますが、今後は教育施設訪問と定例会を組み合わせて行

なうとのことですので、各委員のご協力をお願いいたします。 

 次に、５月23日の合同研修会のプリントが配布されていますが、分科会

の出席について委員の皆さんの希望をうかがいます。 

 

私は社会教育部会に参加します。 

 

 私は家庭教育部会に参加します。 

 

私は学校教育部会に参加します。 

 

ありがとうございます。それでは研修会日程の詳しい資料は後ほどいた

だくよう事務局は手配をお願いします。また、各部会に関係する資料をそ

れぞれ次回までに揃えていただければと思います。 

私も知りませんでしたが、「社会規範の意識の向上」について教育センタ

ーが調査されているようです。センター長から報告いただきましたが、大

変良い説明報告でした。 

それでは、その他で教育次長から何かありましたらお願いします。 

 

 それでは、私から４月の状況等について報告させていただきます。 

以下省略（箇条書きで報告事項を整理） 

・長崎県の教会群の世界遺産登録関係の近況 

・４月22.23日実施の会計検査の受検状況と今後の対応 
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・各小中学校開催の運動会への参加協力依頼 

以上、４月の状況等について報告させていただきました。 

 

 ありがとうございました。教育次長から近況の報告をいただきました。

教育長から、ご指導いただく事項等がありましたらお願いいたします。 

 

 先日開催されました教育長連絡協議会及び合同理事会での協議事項等に

ついて、簡略に説明いたします。 

連絡協議会では今年度の役員選出が主でしたが、最後に意見交換しまし

た。一つ目は体罰調査に関することでしたが、結局、県に調査報告する段

階で体罰の基準がなかったために、各市町の回答がまちまちであったこと

です。 

このことから、自治体によっては学校からあがってきたものを全部報告

してきたものがありました。本市の分は、事前に県と確認して学校教育課

が精査しておりましたので、このようなことはありませんでした。初めて

県下一斉で実施したこともありましたので、今後は県が基準を明確化する

などの改善が図られると思います。 

 次に、県の施策について長崎県教育長をはじめ各課長から説明がありま

した。特に県教育長からは学校と一体となっていじめ根絶に努めるという

こと、２つ目には今年度から社会とかかわること、生き抜く力をつけるた

めに県独自の学力調査を実施すること、３つ目には外国語教育の推進に力

を入れたいとのことでした。国際感覚やコミュニケーション能力を高める

ために、小中高の強化推進事業を積極的にやりたいとのことでした。 

現在、小中高の一貫教育を実施しているのは、離島で「宇久、小値賀、

奈留」が小中高の連携をしていますが、小学校、中学校の英語の学力が向

上している。これは、先ほどの小中高の連携は特区であるために授業時数

の制限がありませんが、そうでないところは時数の確保、教育課程での位

置づけをどうするかなどの課題が出てくる。 

英語という教科が小学校にはないこと、市教委では科目の時数調整がで

きないといったところが今後の研究課題だろうと思っています。 

 ４つ目は、ＩＣＴを活用した豊かな授業づくり、情報教育の充実です。 

本市にも話はあったのですが、事業を進めるに当たっては市負担が生じる

ため予算化がすぐにできない。導入以降のランニングコストが生じるなど

がありましたので今年度はしないこととしました。 

 しかし、本市の情報教育設備導入は遅れており、学校に電子黒板もない

状況ですので、今後に向けてタブレット端末を使った授業の研究などを学

校教育課に指示しているところです。 

 ５つ目に、本土から離島への修学旅行を長崎県は推進しているとのこと

です。体験活動を重視していきたいとのことです、 

その他に「県民歌」について国体を前に推進していきたいとのことでした。 
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最後に、フッ化物洗口の取り組みを進めたいので市町村への協力をお願い

したいとのことです。 

実際にやっている自治体もありますが、今後、本市では保護者の皆さん

にはＰＴＡ総会等を通じて周知を図ることになろうかと思っています。教

職員には事前に周知しておりますが、来年度は予算化をしていきたいと思

っています。 

また、県内市町でもこの取り組みはまちまちです。理由としては効果が

本当にあるのかということ、フッ化物液を誰が作って、事故等が起こった

場合に誰が責任を取るのかなどの課題も残っていますので、この点につい

ては歯科医師会と協議するなど市教委で調整していくことになろうかと思

っています。以上です。 

 

 最初の体罰調査の件ですが、その点については提出する市町が混乱しな

いよう県が基準を作るべきだと思います。もう一点は、やはり体罰に関す

る教師への指導や考え方を徹底させることだと思います。周知しただけで

は考え方を変えるのは難しい。その点を十分考えていただいて取り組むべ

き問題だと思います。 

 

 これらの研修は実際行なわれているのですか。 

 

 定期的に行なっています。前回の教育長連絡協議会の意見交換でも発言

しましたが、協議会の中で「指導力のある先生が何故体罰をしたのか。」と

の議論がありました。 

その際、私は「指導に熱心で、情熱があってやってしまったのかもしれ

ないが、結果としてその教師に指導力がないから体罰をしてしまった。 

教員は言葉の力をつける。言葉で子どもたちを説得する力を磨くことが、

今の教員には必須であることを周りが認識すべきだ。」と発言しました。 

 

 そうですね。私も教師の能力というより、その教師の人間力、人間とし

ての有り様を身につけておかなければ、現在起こっている様々なトラブル

に対応できない時代になっていると思います。 

 

 一般的に、現在採用されている公務員は、知識力は高いけれども人間力

が追いついていない方が多いと感じます。採用時点で人間性まで把握する

のは難しいと思います。教育現場は人との関わりあいが強いところでもあ

りますので、特に人間力は必要だと感じます。 

 

 今は、受験者相互にグループ討議をさせて、面接官はそれを元に「統率

力や人間力」といったところを判断する方法も取っていますね。 
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 ＩＣＴについてですが、先ほど五島市や松浦市で導入されているとのこ

とですが。 

 

 松浦市は今年度からとなっています。 

 

 

電子黒板やタブレット端末などは、子どもにとって興味は惹くけれども

身につくのか心配です。書いて覚えるとか苦労しないと身につかないので

はないでしょうか。やはり、時代が変わったということですね。 

 意見も出たようですので、最後に事務局から５月の定例会日程等につい

て提案があればお願いします。 

 

 ５月 20 日午前 10 時 30 分からでいかがでしょうか。場所は、教育施設訪

問の可否も含めて後日お知らせします。 

 

 事務局から５月20日午前10時 30分からということで提案がありました

が、委員の皆さんよろしいですか。 

 

異議なし。 

 

 以上をもちまして４月定例会を終了します。皆様お疲れ様でした。 

 

 

                       午前 11 時 40 分閉会 

平成 25 年４月 24 日 

 

会議録署名人 

署名人 委員            

 

署名人 委員            

 

 

会議録調製職員 楠富 誉 

 
 

 
 


